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国立大学法人宮城教育大学事業報告書

「国立大学法人宮城教育大学の概要」

１．目 標

宮城教育大学は、昭和４０年の創立時から教員養成の実質をつくり上げる努力を続け

てきたが、その歩みを踏まえて、さらに東北地区唯一の単科教育大学として教員養成と

現職教育に責任を負う目標のもとに、教育研究の充実に努める。

学士課程においては、幼児教育、初等・中等教育及び障害児教育の学校に有為な教員

を送り出すことを目的とし、併せて広義の教育分野における人材の養成に当たる。

修士課程においては、学部からの継続教育とともに現職の教員の研修に寄与すること

を目的とする。

社会貢献の分野では、宮城県・仙台市の教育委員会等と連携し、現職教員の資質向上

、 。に寄与するとともに 学校現場に生起する困難な課題の解決に共同で当たることとする

国際的領域では、国際交流を活発化するとともに、国際教育協力の活動に教育委員会と

連携して積極的に取り組む。

研究面では、多様な専門分野の教員個々の研究を充実させるとともに、教育現場に生

起する困難な課題の解決に寄与するため、広く共同研究を活発化する。

附属学校においては、普通教育、障害児教育の教育に当たるとともに、教員養成と現

職教育に積極的に参加し、学部との共同研究を推進する。

、「 」 「 」大学の再編・統合に当たっては 在り方懇 報告書に示された 教員養成担当大学

を目指す。

２．業 務

本学は、昭和４０年に東北大学教育学部の教員養成課程を分離して、設立された単科

教育大学である。創設以来、本学は「教員養成教育に責任を負う」大学として、主に初

等・中等教育及び障害児教育の教員養成のあるべき姿を求めて、授業研究、学生指導を

始め、個性ある先進的な活動を展開し、県下及び東北地方を中心に教育における貢献を

。 、「 、 、してきた 教育学部は 豊かな教養を与えるとともに 深く専門の学芸を教授研究し

知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、もって有為な教育者を養成し、あわせて学術

の深奥を究めて文化の進展に寄与すること」を理念・目的としており、平成８年度には

課程改革を行い、学校教育教員養成課程、障害児教育教員養成課程、生涯教育総合課程

の３課程の体制で再出発し、現在３課程２３専攻に至っている。教育課程は全人的な教

育の専門家の養成をめざしつつ、教科及び生涯教育の専門性を重視し、入学時から専攻

別の指導を行っている。基礎教育、教養教育、専門教育を有機的に結合するカリキュラ

ムを組んでおり、各種の実習を重視し現場への対応能力の習得を重視している。

大学院教育学研究科は、学校教育の場における「教育研究の推進と教育実践の向上に

資する高度の能力を養う」ことを理念・目的とし、昭和６３年４月、学校教育専攻、障

害児教育専攻及び教科教育専攻の３専攻７専修で発足した。平成２年及び４年に教科教

育専攻にそれぞれ２専修が加わり、３専攻１１専修となり、さらに、平成１２年には学

、 。校教育専攻に環境教育実践専修が新設され 同時に全専修に夜間主コースが開設された

同研究科は現職教員の受入れに広く門戸を開き、宮城県・仙台市からの派遣教員を任命
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権者との連携の下に積極的に受入れている。履修形態を多様化するなど、校務に従事し

ながら授業や研究指導が受けられる機会も拡充し､現職教員の再教育に積極的に取り組

んできた。

特殊教育特別専攻科は 「特殊教育に関する専門事項を教授し、特殊教育の分野にお、

ける資質の優れた教員を養成する」ことを目的とし、昭和５０年４月に病虚弱教育専攻

を設置した。平成６年４月に言語障害教育専攻を設置し、現在２専攻となっている。

平成１８年度に本学が取り組んだ主な事項は次のとおりである。

（１）教育学部課程改革

教育学部の３課程（学校教育教員養成課程、障害児教育教員養成課程、生涯教育総合
課程）の全面的な見直しを行い、平成１９年４月に初等教育教員養成課程、中等教育教
員養成課程、特別支援教育教員養成課程の新たな３課程を設置することを決定し 「教、
育学部課程改革委員会」及び「教育学部課程改革実施委員会」で決定された骨子に基づ
き 「学務委員会」において具体的な教育課程を策定した。本学における教育は、教育、
者としての使命感、人間の成長・発達について深い理解を持ち、幼児・児童・生徒に対
する教育的愛情、教科等に関する専門知識、広く豊かな教養、そしてこれらを基礎とし
た実践的な指導力を有する教員の養成を目指し、これらの人材が育成できるような教養
教育科目を設定した。新しい教養教育科目は、基礎教育科目と教養教育科目で構成し、
基礎教育科目には、国際的な視野を広げられるように「外国語科目 「外国語コミュニ」
ケーション」を置き、また、特別支援を要する者との共生の社会を実現し、ノーマライ
ゼーションの思想のもとに、多様なニーズに応じた適切な支援についての基礎知識修得
のため「特別支援教育概論」を、21世紀の人類に課せられた重要課題である環境に関す
る基礎知識修得のため「環境教育概論」を新設した。また、単一の教科の枠にとどまる
ことなく、教育現場で必要とされる学際的な知識・技能の修得のため「現代的課題科目
（カレント科目 」として 「適応支援教育 「食・健康教育 「環境教育」などの１０） 、 」 」
群を設置した。

（２）連携関係事業

本学は、宮城県・仙台市教育委員会等の教育委員会をはじめとして、公立学校、地域

社会と連携して、有為な教員・人材の育成、現職教員の資質向上、学校現場に生起する

、 、諸課題の解決 各機関との相互連携による教育支援等積極的に連携事業を展開しており

今年度は、①フォーラム等②学校等対象事業③児童生徒対象事業④学生対象事業⑤共同

、 。 、研究事業⑥研修関係事業⑦生涯学習事業等を行い 成果をあげた その内容については

「絆2006」に掲載し、ホームページでも公開した。

（３）特別支援教育総合センター及び国際理解教育研究センターの活動

特別支援教育総合研究センターは、コンサルテーション活動、障害学生の大学受け入

れ支援システムの基礎研究、データベースの構築と活用方法の開発研究、公開講座の実

、 、施 特別支援教育フォーラム・ワークショップの開催等特別支援教育の研究を進展させ

地域に貢献した。国際理解教育研究センターは 「英語教育フォーラム」の主催等シン、

ポジウム、セミナーの開催、現職教員の各種研修会の運営・講師等として参加、公立学

校における国際理解教育の授業実践等の実施など英語教育に携わる現職教員への様々な

支援を行い、地域に貢献した。

（４）就職支援

就職支援及び連携事業の推進体制は、役員会の下に就職支援及び地域連携の推進を担

当する法人室として「就職・連携室 （連携担当理事（副学長）が室長、教員１１名、」

事務局３名の計１５名）を設置し、事務組織としては「就職・連携課」を置き対応して

いる。就職支援体制については、これまで複数箇所に分散していた就職支援の機能を集

中させた「キャリアサポートセンター」を平成１６年１０月に設置した。これにより、
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平成１７年度からは就職情報の提供、相談、支援及び指導を１箇所で行っており、学生

、 、 。の利便性が格段に向上し 体系的 日常的な就職支援が企画・実施できるようになった

キャリアサポートセンターには、平成１７年４月に就職支援インストラクター３名を新

たに配置し、事務職員２名と、就職相談員１名の計６名でスタートし、１８年度には、

就職相談員の職務を就職支援インストラクターの職務に付加する形にし、１人週２４時

間の３人体制とすることで、より学生のニーズに応じた支援体制を整えた。

（５）戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用

経営協議会において大学運営全般に関する経営的観点から審議を行い、中期計画の着

実なる実行と健全な財政を堅持するため、①社会に有為な教員等の人材の養成②教育現

場の困難な課題に対応する研究の推進③社会の要請に基づく教育・研究資源の還元の３

つの柱を基本方針とする「国立大学法人宮城教育大学の経営方針」を作成している。

委員会については、法人化前には４０あった各種委員会を平成１７年度に１８の専門

委員会と３法人室に整備し、大学運営の効率化を図った。学部課程改革及び大学院改革

に関しては期間限定の特別委員会を置くなど、柔軟で機能的な体制を組んでいる。いず

れの専門委員会、法人室、特別委員会においてもテーマごとに部会あるいはグループを

設置し、審議及び業務遂行については最小限の人数にするなど教育・研究に支障のでな

いよう配慮している。今年度は業務の複雑高度化、多様化した様々な専門的事項に関し

て学長裁定又は事務局長裁定により学内プロジェクトを立ち上げた。これらは、各分野

からの事務職員で構成した横断的な組織で、迅速に効率的な検討を行い、種々の企画を

立案し、随時大学運営会議等に提言した。

（６）事務効率化

事務組織の在り方の抜本的な見直しを行い、①リーダーシップを発揮できるサポート

体制②組織を跨いだ横断的な事務処理体制③情報の共有化と危機管理対応④国立大学法

人としての経営・企画・広報体制⑤職務内容を明確にした責任体制と評価体制⑥若手職

員を育成できる体制⑦学生支援のさらなる向上と強化に対応していく体制を検討し、平

成１９年４月から実施することとし２～３年の移行期間を設けた。

（７）外部資金等の獲得

「 」 、 、 。法人室に平成１７年度から 企画推進室 を加え ３室体制とし 体制整備を行った

同室は、機動的、戦略的に競争的資金を獲得・推進することを目的に設置しており、研

究課題ごとに専門的に横断的なグループを組織し、各種ＧＰへの申請、シーズとなる研

究に取り組んだ。平成１８年度は教員養成ＧＰで「課題解決型オーダーメイド大学院プ

ログラム 「海外教育協力者に対する環境教育実践指導と教育マテリアル支援 「新」、 」、

教育システム開発プログラム 「英語指導力開発ワークショップ事業 「持続可能な」、 」、

開発のための教育１０年促進事業 「教員研修モデルカリキュラム開発プログラム」」、

が採択された。科学研究費補助金の申請・獲得は、平成１８年度申請６６件・採択２８

件となっており、受託研究は、平成１８年度５件、奨学寄付金は、平成１８年度１７件

。 。となっている この他平成１９年度日本学術振興会国際研究集会助成１件が採択された

（８）管理的経費の抑制

予算配分時において光熱水料、通信費及び各種保守経費といった経常的経費を抑制す

べく、過去３カ年の平均実績額と前年実績額を比較し、低廉な額を配分した。執行上の

具体的方策としては、購入契約の集約化等及び省エネルギー対策の推進等を計画し、実

施した。
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（９）評価関係

①認証評価

平成１７年度に申請した大学基準協会の認証評価（相互評価）の結果、平成１８年４

学基準に適合している と認定され 勧告 は なし 認定の期間は２０１３年 平月に 大「 」 、「 」 「 」（ 〈

成２５年〉３月３１日まで）との良好な評価を受けた。

（１０）教員評価

平成１７年度に策定した「教員の活動状況の点検・評価」に関する基本方針等に基づ

き、全教員を対象に活動項目（学生教育、学校支援、研究活動、社会貢献、管理・運営

） 。 、活動 の自己点検・評価を実施した ９７％の教員から調査票を回収し検討したところ

多岐にわたる調査項目の各項目間のウェイトの置き方や評価基準の詳細な設定について

検討が必要となったことに加え、教員評価委員会による評価の取扱いに対する視点を明

確にする必要もあり、平成１９年度に教員評価委員会で総合的な分析・検討を行い、段

階的な個人評価を施行しながら、より明確で公正性をもった評価基準等を策定すること

とした。

（１１）授業評価

「宮城教育大学点検・評価の基本方針」のなかで 「授業評価の実施方針」として規、

定し、これに基づき「授業評価アンケート」を実施した。前期・後期で行っており、基

礎教育科目、教養教育科目、教職専門科目、教科専門科目等ほぼすべての科目を対象と

し、質問項目は全ての授業共通で５段階評価する１０項目と、自由記述となっている。

回収率は前期９６％、後期９６％であり、数値データを学年別、授業区分別、専攻別、

平均分布グラフ、授業形態別の５種類集計し、自由記述とともに各教員へフィードバッ

クし、それを専攻等で自己点検・評価を行い、報告書を作成するとともに、今後の授業

。 、 、 、改善に結び付けることとなる また これらの結果を 総合的に目標・評価室で分析し

教授会で報告するとともに、数値データ及び各専攻からの学生への回答をホームページ

で公開している。

（１２）施設マネジメント

施設整備を進めていくに当たり、限られた資源である施設やスペースを有効に利用し

、 「 」 。 、ていくために 平成１６年度に 施設の有効利用に関する調査 を実施した 同調査は

主に研究室や実験室の状況について講座単位に調査したもので、調査項目は、当該室に

ついての使用人数、１人あたり面積、特別仕様、用途、利用状況、使用時間、具体的問

題点、狭隘化、平面図（設備・機器類等を記入 、占有面積等で、結果は報告書として）

取りまとめた。調査結果を分析した結果、各講座内で単独使用でなく、共同利用されて

いる部屋が多く有効利用の観点から望ましい状態であることが分かった。教育研究上支

障は特にない部屋、棟もあるが、室内環境の改善に対する要望も多く、全般的に劣化が

進み改修整備が必要な状態であることが明らかになった。①キャリアサポートセンター

②特別支援教育総合研究センター③国際理解教育研究センター④図書館多目的閲覧室の

各施設は既存建物の部分改修により対応したものであり、今後も上記調査に基づき、有

効活用を推進していく。

（１３）危機管理等

①災害対策

将来高い確率で予想される宮城県沖地震や各種の災害等に対して その対策のため 災、 「

害対策マニュアル」を作成し、体制を整えている。本学には青葉山地区（教育学部、事

務局、附属養護学校）と上杉地区（附属中学校、附属小学校、附属幼稚園）があり、災
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害が発生した場合は、青葉山地区に災害対策総本部を、上杉地区に災害対策本部を設置

し、状況に応じた対応を取ることとしている。

②安全衛生対策

、 、本学の安全・衛生については 国立大学法人宮城教育大学安全衛生管理規程に基づき

安全衛生管理体制を組んでいる。学長が安全衛生管理の業務を総理し、財務担当理事が

総括し、その下で産業医は、健康管理・衛生教育等を担当、衛生管理者は衛生管理、作

業環境改善、作業場等巡視等を担当、作業主任者は機械・安全装置の点検、器具・工具

等の使用状況監視を担当、安全管理者は安全指導・教育、施設・設備等の検査・整備を

、 、 、 、担当 危害防止主任者は 作業主任者に準ずる業務を担当しており 連携を取りながら

安全・衛生管理に取り組んでいる。安全衛生に関する重要事項・基本的事項は、安全衛

生委員会が企画・立案、実施等を行い、教職員及び学生の施設・設備面での安全衛生の

確保等適正に取り組んでいる。労働安全衛生法に基づく事業場毎の安全衛生委員会を月

１回開催して、本学の安全衛生体制を確認するとともに、委員全員による「職場巡視チ

ェックリスト」を用いた職場巡視を行っている。

③情報危機対策

本学では、業務・システム最適化実現に向けて情報化推進担当ＣＩＯの下に情報化推

進体制を組み、様々な情報化の推進を図っている。平成１８年８月には 「学内情報整、

備推進プロジェクトチーム」を立ち上げ、情報と資源（設備等）のより一層の共有化効

率化を目指して、大学全体のビジョンに基づき一元化された情報推進体制を構築するこ

ととした。情報化推進を図るために４つのカテゴリー（①学生サービスの向上②学内知

的財産等の統一的な管理③業務の効率化と省略化④学内の危機管理対策）を充実させる

ための体制を、今後構築していく。なお、事務組織の改編の中で、平成１９年４月に危

機管理の専門職を置くことを決定した。

④事件・事故対応
学生の事件・事故等に関しては、学務担当副学長を委員長とする学生生活委員会が担

当している。事件・事故等が発生した場合を想定して 「事件・事故対応マニュアル」、

を作成しており、初動対応、状況把握・情報収集、迅速な判断、関係者・関係機関への

連絡、対応、指導、報告等についてマニュアル化し、事故、災害、盗難、事件、セクハ

ラ等、様々な状況に応じた適切な対応を取れるようにしている。特に多い交通事故の安

全対策については 「構内交通規制実施要領」に基づき、学生への指導を行っている。、

学生に対しては 「学生生活ガイドブック」及び新入生を対象としたガイダンス等で、、

事故防止への対応、事故が起きた場合の対応などについて適宜周知徹底を行い意識の啓

発を図っている。

⑤附属学校

附属学校では、登下校時の事件・事故対策として、宮城県警運用の「みやぎセキュリ

ティメール」を活用した情報収集、携帯電話を利用した学校連絡網への一斉メールによ

る情報発信、学校行事開催時における宮城県警へのパトロール要請、文書による地域住

民への注意喚起等を実施し、警察署・地域住民・保護者との連携強化を進めている。

⑥研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況

研究活動の不正行為の防止については、教育者を養成することを任務とする教育界の
指導者としてふさわしい教育研究活動に努めるため、自己研鑽、教育研究活動の推進、
研究環境整備、法令遵守等を盛り込んだ「宮城教育大学学術研究行動規範」を策定する
とともに、科学技術・学術審議会の「研究活動の不正行為の防止に関する対応のガイド
ライン」に基づき 「研究活動の不正行為の防止に関する規程」及びフローチャートを、
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策定した。なお、ホームページにも掲載し公表した。

３．事業所等の所在地

事 務 局（青葉山地区）

：〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149番地

022-214-3305電話番号

附属小学校・中学校・幼稚園（上杉地区）

：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉六丁目4番１号

022-234-0390電話番号

４．資本金の状況

国立大学法人宮城教育大学の資本金は、平成１８年度末で２２ ０１９百万円,
となっている。

その全額が平成１６年４月の設立に際して国から現物出資された財産である。

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１名、理事３名、監事２名。

任期は国立大学法人法第１５条及び国立大学法人宮城教育大学学則の定めるところに

よる。

役職名 氏 名 任 期 主 要 経 歴

学 長 横須賀 薫 平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城教育大学教育学部 教授16 4 1 58 7
～平成 年 月 日 昭和 年 月 同 学生部長18 7 31 63 4

平成 年 月 同 附属小学校長5 4
平成 年 月 同 附属図書館長8 4
平成 年 月 同 学長12 8

理 事 高橋 孝助 平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城教育大学教育学部 教授16 4 1 63 10
～平成 年 月 日 平成 年 月 同 学生部長18 7 31 8 4
平成 年 月 日 平成 年 月 同 附属小学校長学 長 18 8 1 11 4
～平成 年 月 日 平成 年 月 同 副学長19 7 31 15 4

平成 年 月 同 学長18 8

理 事 高尾 展明 名古屋工業大学 経理部長平成 年 月 日 平成 年 月18 9 1 13 1
生涯学習政策局～平成 年 月 日 平成 年 月19 3 31 14 10

地域政策調査官

文化庁文化財部平成 年 月16 4
美術館・歴史博物館室長

平成 年 月 宮城教育大学 事務局長18 4

理 事 鈴鴨 清美 平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城県角田女子高校 校長16 4 1 61 4
～平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城県教育庁 学務課長19 3 31 63 4
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平成 元年 月 同 教育次長4
平成 年 月 宮城県仙台第一高校 校長3 4
平成 年 月 宮城県教育委員会 教育長5 6
平成 年 月 宮城学院女子大学 教授9 4

監 事 高橋 直見 平成 年 月 日 平成 年 月 宮城県石巻女子高校 校長16 4 1 10 4
～平成 年 月 日 平成 年 月 宮城県教育庁19 3 31 12 4

参事兼高校教育課長

平成 年 月 宮城県教育委員会教育研修13 4
センタ－ 所長

監 事 犬飼 健郎 平成 年 月 日 昭和 年 月 仙台弁護士会 入会16 4 1 51 4
～平成 年 月 日 平成 年 月 同 会長(非常勤) 19 3 31 14 4

平成 年 月 日本弁護士連合会 副会長15 4

６．職員の状況（平成１８年５月１日現員数）

教 員 ４９１人（うち常勤２２２人、非常勤２６９人）

職 員 １３０人（うち常勤８１人、非常勤４９人）

７．学部等の構成

学校教育教員養成課程

教 育 学 部 障害児教育教員養成課程

生涯教育総合課程

大学院教育学研究科（修士課程）

特殊教育特別専攻科

附属環境教育実践研究センタ－

附属教育臨床総合研究センタ－

附属特別支援教育総合研究センタ－

附属国際理解教育研究センタ－

附 属 小 学 校

附 属 中 学 校

附 属 養 護 学 校

附 属 幼 稚 園

保 健 管 理 セ ン タ －

情 報 処 理 セ ン タ －

事 務 局

附 属 図 書 館
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８．学生の状況（平成１８年５月１日在籍数）

総学生等数 ３，２２６人

学部学生 １，６２８人

修士課程 １２５人

専 攻 科 １５人

附属学校 １，４５８人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿 革

昭和４０年 ４月 国立大学設置法の一部を改正する法律により宮城教育大学

設置

昭和４２年 ４月 東北大学教育学部附属小学校・中学校・幼稚園を本学に移管

６月 附属養護学校（小学部・中学部）設置

昭和４３年 ４月 仮校舎（仙台市太白区三神峯）から現在地に移転

昭和４４年 ４月 附属養護学校（高等部）設置

昭和４６年 ４月 附属養護学校（仙台市青葉区上杉）を現在地に移転

昭和４７年 ５月 保健管理センタ－設置仮校舎

昭和５０年 ４月 特殊教育特別専攻科（病虚弱教育専攻）設置

昭和６３年 ４月 大学院教育学研究科（修士課程）設置

平成 ３年 ９月 情報処理センタ－設置

平成 ６年 ４月 特殊教育特別専攻科（言語障害教育専攻）設置

平成 ８年 ４月 学校教育教員養成課程、障害児教育教員養成課程、生涯教育

総合課程設置

平成 ９年 ４月 附属環境教育実践研究センタ－設置

平成１０年 ４月 附属教育臨床総合研究センタ－設置

平成１２年 ４月 大学院教育学研究科（修士課程）夜間主コ－ス設置

平成１３年 ４月 副学長設置、事務局一元化

平成１６年 ４月 国立大学法人法により国立大学法人宮城教育大学発足

平成１６年 ９月 附属特別支援教育総合研究センタ－設置

平成１６年１２月 附属国際理解教育研究センタ－設置

平成１７年 ４月 附属学校部設置
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１２．経営協議会・教育研究評議会

○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

高 橋 孝 助 宮城教育大学 学長・総務担当理事

高 尾 展 明 宮城教育大学 財務担当理事

鈴 鴨 清 美 宮城教育大学 連携担当理事

高 木 力 雄 宮城教育大学 学務担当副学長

青 木 守 弘 宮城教育大学 附属図書館長

阿 部 芳 吉 仙台市教育委員会教育長

牛 尾 陽 子 株式会社藤崎取締役／藤崎快適生活研究所所長

氏 家 照 彦 株式会社七十七銀行取締役副頭取

遠 藤 純一郎 独立行政法人教員研修センター理事長

佐々木 義 昭 宮城県教育委員会教育長

鈴 木 素 雄 河北新報社山形総局総局長

○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

高 橋 孝 助 学長・総務担当理事

高 尾 展 明 財務担当理事

鈴 鴨 清 美 連携担当理事

高 木 力 雄 学務担当副学長

青 木 守 弘 附属図書館長

尾 股 健 保健管理センタ－所長

安 江 正 治 情報処理センタ－長

村 松 隆 附属環境教育実践研究センタ－長

本 間 明 信 附属教育臨床総合研究センター長



- 10 -

渡 邉 徹 附属特別支援教育総合研究センタ－長

藤 田 博 附属国際理解教育研究センタ－長

見 上 一 幸 附属小学校長

鈴 木 法日児 附属中学校長

中 井 滋 附属養護学校長

島 森 哲 男 附属幼稚園長

（島 森 哲 男） 主任教授（国語教育講座）

本 郷 隆 盛 主任教授（社会科教育講座）

高 瀬 幸 一 主任教授（数学教育講座）

玉 木 洋 一 主任教授（理科教育講座）

渡 部 勝 彦 主任教授（音楽教育講座）

立 原 慶 一 主任教授（美術教育講座）

数 見 隆 生 主任教授（保健体育講座）

中 屋 紀 子 主任教授（家庭科教育講座）

草 野 清 信 主任教授（技術教育講座）

板 垣 信 哉 主任教授（英語教育講座）

関 口 博 久 主任教授（障害児教育講座）

佐 藤 雅 子 主任教授（幼児教育講座）

田 中 武 雄 主任教授（学校教育講座）

鵜 川 義 弘 主任教授（附属環境教育実践研究センタ－）

高 山 達 雄 主任教授（附属教育臨床総合研究センタ－）

「事 業 の 実 施 状 況」

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上

業務実績報告書参照

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

業務実績報告書参照

Ⅲ．財務内容の改善

業務実績報告書参照

Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

業務実績報告書参照
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Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項

業務実績報告書参照

Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画）

１．予 算

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

収入

運営費交付金 ３，０４８ ３，０４８ ０

７７８ ０施設整備費補助金 ７７８

０ ０施設整備資金貸付金償還時補助金 ０

３２ １６補助金等収入 １６

０国立大学財務・経営センター施設費補助金 ２２ ２２

２９自己収入 １，０３１ １，０６０

２９授業料及び入学金及び検定料収入 １，０１２ １，０４１

０ ０財産処分収入 ０

１９ ０雑収入 １９

０ ０承継剰余金受入 ０

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 ３３ ２８６１

長期借入金収入 ０ ０ ０

目的積立金取崩 ０ ４０ ４０

計 ４，９２８ ５，０４１ １１３

支出

▲５３業務費 ２，９３８ ２，８８５

▲５３教育研究経費 ２，９３８ ２，８８５

▲７７一般管理経費 １，１４１ １，０６４

補助金等 １６ ３２ １６

８００ ０施設整備費 ８００

６２ ２９産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 ３３

０長期借入金償還金 ０ ０

国立大学財務・経営センタ－施設費納付金 ０ ０ ０

▲８５計 ４，９２８ ４，８４３
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２．人 件 費

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

▲１９１人件費（承継職員分の退職手当は除く） ３，３８７ ３，１９６
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３．収 支 計 画

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

費用の部 ４，１５２ ４，１７８ ２６

経常費用 ４，１５２ ４，０４５ ▲１０７

業務費 ３，８９０ ３，７９３ ▲９７

教育研究経費 ５５５ ７０４８５

受託研究経費等 １８ ４２ ２４

役員人件費 ６８ ▲１１６１８４

教員人件費 ２，３５９ ▲１１９２，４７８

職員人件費 ７６９ ４４７２５

一般管理費 １５８ ▲７３２３１

財務費用 ４ ４ ０

雑損 ０ ０ ０

６３減価償却費 ２７ ９０

臨時損失 ０ １３３ １３３

収益の部 ４，１５２ ４，２４１ ８９

経常収益 ４，１５２ ４，１０８ ▲４４

運営費交付金 ２，９８８ ２，８５２ ▲１３６

授業料収益 ８９２ ９４９ ５７

入学金収益 １３６ １２６ ▲１０

検定料収益 ３８ ２６ ▲１２

受託研究等収益 １７ ４４ ２７

寄附金収益 ２２ ２７ ５

施設費補助金収益 ０ １ １

補助金等収益 １３ ２７ １４

財務収益 ０ ０ ０

雑益 １９ ２０ １

資産見返運営費交付金等戻入 ２ １２ １０

０ １ １資産見返補助金等戻入

資産見返寄附金戻入 １ ２ １

資産見返物品受贈額戻入 ２４ ２１ ▲３

臨時利益 ０ １３３ １３３

純利益 ０ ６３６３

２８ ２８目的積立金取崩益 ０

９１ ９１総利益 ０
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４．資 金 計 画

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

資金支出 ５，１３７ ５，７２４ ５８７

業務活動による支出 ４，０５９ ３，９５０ ▲１０９

投資活動による支出 ８６４ ５５５ ▲３０９

財務活動による支出 ４ ７９ ７５

翌年度への繰越金 ２１０ １，１４０ ９３０

資金収入 ５，１３７ ５，７２４ ５８７

業務活動による収入 ４，１２７ ４，２０４ ７７

運営費交付金による収入 ３，０４８ ３，０４８ ０

授業料及び入学金検定料による収入 １，０１２ １，０４０ ２８

受託研究等収入 １７ ４３ ２６

補助金収入 １６ ３２ １６

寄附金収入 １５ １５ ０

その他の収入 １９ ２６ ７

投資活動による収入 ８００ ８００ ０

施設費による収入 ８００ ８００ ０

その他の収入 ０ ０ ０

財務活動による収入 ０ ０ ０

前年度よりの繰越金 ２１０ ７２０ ５１０

Ⅶ．短期借入金の限度額

・短期借入金の限度額：８億円

・１８年度短期借入金実績なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

該当なし

Ⅹ．そ の 他

１．施設・設備に関する状況

業務実績報告書参照
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２．人事に関する状況

業務実績報告書参照

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細

（単位：百万円）

当期振替額

交付金当期

交付年度 期首残 交 付 金 運営費交 資産見返 資本 期末残高

付金収益 運営費交 剰余 小 計

付金 金

平成１ 年度 １３２ ０ １３２ ０ ０ １３２ ０6

平成１７年度 ８２ ０ ８２ ０ ０ ８２ ０

平成１８年度 ０ ３，０４８ ２ ６３８ ６９ ０ ２，７０７ ３４１,

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成１６年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

０成果進行基準 運営費交付

による振替額 金収益

０資産見返運

営費交付金

０資本剰余金

０計

０期間進行基準 運営費交付

による振替額 金収益

０資産見返運

営費交付金

０資本剰余金
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０計

費用進行基準 運営費交付 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当１３２

による振替額 金収益

０資産見返運

営費交付金

０資本剰余金

１３２計

該当なし国立大学法人 ０

77会計基準第

第 項による振替額3

１３２合 計

②平成１７年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

０成果進行基準 運営費交付

による振替額 金収益

０資産見返運

営費交付金

０資本剰余金

０計

０期間進行基準 運営費交付

による振替額 金収益

０資産見返運

営費交付金

０資本剰余金

０計
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費用進行基準 運営費交付 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当８１

による振替額 金収益

０資産見返運

営費交付金

０資本剰余金

８１計

該当なし国立大学法人 ０

77会計基準第

第 項による振替額3

８１合 計

③平成１８年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成果進行基準 運営費交付 ①成果進行基準を採用した事業等：高度専門２８

による振替額 金収益 性と実践的指導力を持つ個性豊かな教員養成

事業、特別支援教育に関する「コンサルテー

資産見返運 ション活動」と「データベース構築」推進事９

営費交付金 業、国費留学生支援事業

②運営費交付金収益化額の積算根拠

資本剰余金 特別支援教育に関する「コンサルテーショ０

ン活動」と「データベース構築」推進事業に

計 ついては、当該業務に係る運営費交付金債務３７

のうち、固定資産の取得額を除いた分を収益

化。

期間進行基準 運営費交付 ①期間進行基準を採用した事業等：成果進行２，５４０

による振替額 金収益 基準及び費用進行基準を採用した業務以外の

全ての業務

資産見返運 ②当該業務に関する損益等４０

２ ７４４営費交付金 ア)損益計算書に計上した費用の額： ,

イ)自己収入に係る収益計上額：０

資本剰余金 ウ)固定資産の取得額：研究機器４００

③運営費交付金の振替額の積算根拠

計 学生収容定員が一定数（８５％）を満たし２，５８０

ていた。期間進行業務に係る運営費交付金
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債務のうち、固定資産の取得額を除いた分

を収益化。

、費用進行基準 運営費交付 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当７１

による振替額 金収益 障害学生学習支援等経費、その他（一般施

設借料、学校災害共済掛金）

資産見返運 ②当該業務に係る損益等１９

営費交付金 ア)損益計算書に計上した費用の額：７１

イ)自己収入に係る収益計上額：０

資本剰余金 ウ)固定資産の取得額：０0

③運営費交付金の振替額の積算根拠

計 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務９０

７１百万円を収益化。

該当なし国立大学法人 0

77会計基準第

第 項による振替額3

２，７０７合 計

（３）運営費交付金債務残高の明細

（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

平成１７年度 成果進行基 該当なし０

準を採用した

業務に係る分

期間進行基 該当なし０

準を採用した

業務に係る分

費用進行基 該当なし０

準を採用した

業務に係る分

０計

平成１８年度 成果進行基 該当なし０

準を採用した

業務に係る分
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期間進行基 該当なし0

準を採用した

業務に係る分

費用進行基 退職手当３４０

準を採用した ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降

業務に係る分 に使用する予定。

３４０計

ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人

該当なし


